
役 員等報酬規程

平成 20年 12月 16日  制定

平成 22年 2月 25日 一部改定

平成 29年 2月 14日 一部改定

平成 29年 6月 5日 一部改定

令和 元年 6月 21日 一部改定

令和元年 9月 26日 補則改定

(目 的 )

第 1条 この規程 は、社会福祉 法人明光会の役員及び評議員 、評議員選任・解任委員等 (以

下 「役員等」 とい う)の 報酬等 について定 めるものである。

(定 義 )

' 
第 2条  本規程でい う役員 とは、理事及び監事 をい う。

2 報酬は、法人 と委任関係 にある役員等の対価 として支払われ るものである。

(評 議員会、評議員選任・解任委員会の出席報酬等 )

第 3条  評議員が評議員会に出席 した ときは、 1人 1日 に当た り 1万 円の報酬及び実費弁

償費 5千 円を支払 うもの とす る。なお、同 日にあわせて法人の業務 を行 つた場合は、第

4条 2項 の定める報酬及び実費弁償費は支払わない もの と定める。

2 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席 した ときは、 1人 1日 に当た

り 1万 円の報酬及び実費弁償費 5千 円を支払 うもの とす る。

3 交通費 の実費が、実費弁償費の額 を超える場合 には、旅費規程 に準ず る。

(理 事 、評議 員 の報酬額 の決 定 )

第 4条  全理 事へ の各年度 の報酬額 の総額 (施設職員給与 を除 く)は 、 1, 000万 円の

範 囲内 とす る。

2 評議員 が評議員会以外 の 日において、理事長 の命 を受 けて法人及び施設 の運営のため

の業務 に あたつた場合 は、 1人 1日 に当た り 1万 円の報酬及び実費弁償 費 5千 円を支払

うもの とす る。

3 交通費 の実費 が、実費弁償費 の額 を超 える場合 には、旅費規程 に準ず る。

(監 事 の報 酬 等 )

第 5条  監 事 が理事会又は評議員会 に出席 した ときは、 1人 1日 に当た り 1万 円の報酬及

び実費弁 償 費 5千 円を支払 うもの とす る。 なお、理事会 に出席 し、かつ同一 日に開催 さ

れ た評議員 会 に出席 した ときは、評議員会 出席 に係 る報酬及び実費弁償費 を支払わない

もの とす る。

2 監事 が理 事会及び評議員会以外 の 日において、法人及び施設 の指導監査へ の立会及び

運 営状況 の指導 または監査 の業務 にあたつた場合 は、 1人 1日 に当た り 5万 円の報酬及

び実費弁 償 費 5千 円を支払 うもの とす る。 なお、同一 日に法人及び施設 の運営の業務 に

あたった場合及び研修等 に出席 した場合 は、上記金額 のみ とす る。
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監事が理事会及び評議員会以外 の 日において、法人及び施設 の運営の業務 にあたつた

場合及び研修等に出席 した場合は、 1人 1日 に当た り 1万 円を報酬及び実費弁償費 5千

円を支払 うもの とす る。

交通費の実費が、実費弁償費の額 を超 える場合 には、旅費規程 に準ず る。

(苦 情対応第二者委員・虐待防止第二者委員 の勤務報酬等 )

第 6条  苦情対応第二者委員 。虐待防止第二者委員が理事会及び評議員会 に出席 した とき

は、 1人 1日 に当た り 1万 円の報酬及び実費弁償費 5千 円を支払 うもの とす る。 なお、

同一 日に開催 された評議員会 に出席 した ときは、評議員会出席 に係 る報酬及び実費弁償

費を支払わない もの とす る。また、同 日にあわせて苦情対応第二者委員・虐待防止第二

者委員 に係 る業務 を行つた場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれ を支

払わない もの とす る。

2 苦情対応第二者委員・虐待防止第二者委員が理事会及び評議員会以外 の 日において、

法人及び施設 に係 る苦情紺応、虐待防止の対応 の業務にあたった場合 は、 1人 1日 に当

た り 1万 円の報酬及び実費弁償費 5千 円を支払 うもの とす る。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額 を超 える場合 には、旅費規程 に準ず る。

(法 人会長 の報酬額 の決定 )

第 7条  法人会長への各年度 の報酬額 の総額 (施 設職員給与 を除 く)は 500万 円の範 囲

内 とす る。

(法人顧問の勤務報酬等 )

第 8条  法人顧問が理事会及び評議員会に出席 した ときは、 1人 1日 に当た り 1万 円の報

酬及び実費弁償費 5千 円を支払 うもの とす る。なお、理事会に出席 し、かつ同一 日に開

催 された評議員会に出席 した ときは、評議員会出席 に係 る報酬及び実費弁償費を支払わ

ない もl′)と り る。 また、同 日にあわせて顧間契約 に係 る業務 を行 つた場合 であって も、

本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わない もの とす る。

2 法人顧間が理事会及び評議員会以外の 日において、法人及び施設 に係 る業務にあたっ

た場合は、 1人 1日 に当た り 1万 円の報酬及び実費弁償費 5千 円を支払 うもの とす る。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額 を超 える場合 には、旅費規程 に準ず る。

(報 酬等の支給方法 )

第 9条 役員等 の報酬等 の支給 につい ては、法令 に基づいて報酬か ら控除すべ き税金等 を

控除 し、その残高 を本人 に支給す る。

2 その支給 は、支給要件 の発 生の都 度 、本人名義 の金融機 関 日座 に振 り込む ことに よっ

て行 う。



(報酬等 の 日割 り計算 )

第 10条  新 たに役員 等 に就任 した者 には、その 日か ら報酬 を支給す る。

2 月 の中途 にお ける就任 、退任 、又 は解任 の場合 の報酬額 については、その月 の総 口数

か ら日曜 日及 び土曜 日の 日数 を差 し引いた 日数 を基礎 として 日割 りによつて計算す る。

(端数 の処理 )

第 11条  この規程 に よ り、計算金額 に 1円 未満 の端数 が生 じた ときには、次 の通 り端数

処理 を行 う。

(1)50銭 未満 の端数 については、 これ を切 り捨 て る。

(2)50銭 以上 1円 未満 の端数 については、 これ を 1円 に切 り上 げる。

(公 表 )

第 12条  当法人 は、 この規程 をもつて、社会福祉法第五十九条 の二第一項二号 に定 める

) 報酬等 の支 給 の基準 として公表す る。

(改 正 )

第 1,3条  本 規程 の改正 は、評議員会 の承認 を受 けて行 う。

(補則 )

第 14条  この規程 の実施 に関 し必要 な事項 は、理事長 が理事会 の決議 を経 て、別 に定 め

ることとす る。

付  則

この規程 は、平成 21年 1月 1日 よ り施行す る。

この規程 は、平成 22年 3月 1日 よ り施行す る。

この規程 は、平成 29年 2月 1日 よ り施行す る。

この規程 は、平成 29年 6月 5日 に施行 し、平成 29年 4月 1日 に遡 つて適用す

1

る

る 。

この規程 は、令和元年 6月 21日 に施行 し、平成 31年 4月 1日 に遡 つて適用す

この規程 は、令和元年 9月 26日 に施行 し、平成 31年 4月 1日 に遡 つて適用す

る 。


